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（一社）不動産協会 概要

会員数 １５８社（2019年４月１日現在）
理事長 菰田 正信 （三井不動産㈱社長）

首都圏における分譲マンション供給シェア ８３．５％
（平成３０年度）

会員会社によるマンション建替え実績
１３８物件中１０５物件 （７６％）

（マンション再生協議会資料で物件概要が判明している物件から不動協事務局作成）
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（ご参考）「経年優化」という考え方 （会員会社の事例）

（例）サンシティ （東京都板橋区、1977年 竣工）
1981年 緑の都市賞 建設大臣賞受賞
1999年 緑の都市賞 建設大臣賞受賞
2013年 緑の都市賞 内閣総理大臣賞受賞

「木々が育つように、命
が集い、人と人とのつな
がりが増える街」を目指
して、入居者等が５万本
の樹木を植樹。
人と森の若返りを合言葉
に多面的な活動を実施。

⇓
マンションの買替率40%、
価格は購入時以上、
空き室1.7%と高い資産価
値を維持している

［サンシティ］
敷地 １２．４ｈａ
総戸数 １８７２戸
居住者数 ４６００人

緑地率３６％、緑被率７０％

（三井不動産、都市緑化機構の公表資料から不動協事務局作成）



デベロッパーから見たマンション再生の課題と､管理への対応

3

マンション再生に関しデベロッパーが直面する課題
直面する課題 改善の方向性（案） 頁

再生
段階

☆高経年マンションは耐震性がある場合
　でも、老朽化で安全性に問題があり
　質的にも陳腐化している場合が多い

・安全性に問題がある建物、リフォームで改善できない
　性能が今より低い建物は、耐震性がある場合でも
　建替え又は敷地売却を促進するよう制度を緩和する。

4

☆団地の合意形成は難しい
・住み続けたい棟、再生したい棟を敷地分割するような
　柔軟な措置を導入する。

5

☆老朽化したマンションの建替えに
　向けた合意形成が難しい

・相続等の要因で権利者の特定に時間を要する場合があり、改善が
　望まれる。

・引越し回数を減らし合意形成を促進するため、隣接地等も含めた
　合理的な土地利用を行う。
・総合設計で容積割増できない物件や、日影規制導入前の物件で、
　建替えると従前の大きさの建物が建たない場合がある。対応が望まれる

7,8

☆その他
・専有部に追加投資をした区分所有者は、将来の建替えに反対する場合が
　多い。リフォームと建替えを合理的に判断するようなアドバイスが望まれる
　のではないか。

-

・区分所有法制定以前のマンションでは、権利関係の整序が必要な場合も
　散見される。 -

マンション管理に関してのデベロッパーの対応
ポイント 行っている対応

・分譲時に長期修繕計画、修繕積立金、管理内容等を充分に説明する 9

・ハード・ソフト両面のサービスを充実する
10 ,
11

6

☆分譲後は、デベロッパーのマンション
　への関与は限定的

管理
段階



高経年マンションは耐震性がある場合も、老朽化で
安全性に問題あり、質的に陳腐化した場合が多い

⇒マンション再生手法の充実が望まれる
〇マンション建替えの
前後のスペック比較

（参考）
標準的
物件の
断面図

建替え後
（最新）

建替え前
(S54､旧耐震)

標準的物件
の例(参考)

階高 3300mm 2800mm 2960mm

天井高 2600mm 2350mm 2450mm

床スラブ厚 300mm 150mm 255mm

　排水管位置
スラブ上
(二重床）

スラブ下
（直床）

スラブ上
（一部二重床）

エントランスの
オートロック 有り 無し 有り

※建替え前の階高2650mm、床スラブ厚120mmの建替え事例もある。

　（S31竣工、旧耐震）

（不動協会員会社の事例から
不動協事務局作成）

〇老朽化で安全性に
問題があった事例

（不動協会員会社のマンション建替え事例の
従前建物の写真、不動協事務局作成）

①港区

竣工 昭和５３年（旧耐震）
総戸数 ４８戸
構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、７階建
Ｉｓ値 ０．８９６

②大田区

竣工 昭和４９年（旧耐震）
総戸数 １８戸
構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、３階建
Ｉｓ値 ０．８２８

〇耐震性があったため、敷地
売却制度が使えなかった
マンション再生検討の事例

（Is値＞０．６で耐震性あり）

（不動協会員会社の事例検討から不動協事務局作成）
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団地の再生には、住み続ける棟と建替える棟を
分割するなど、柔軟な再生に資する方策が望まれる

（会員企業が、団地の分割を検討した例）
当該団地６棟中５棟は東日本大震災による建物被害が大きく、建替えの機運が高まったが、
被害の小さかったＡ棟の住民は建替えに反対、住み続ける意思が強い。

団地全体の賛成 5/6 ＞ 4/5
Ｂ～Ｆ棟の賛成 9/10＞ 2/3

だが、
Ａ棟の賛成 1/2 ＜ 2/3
のため、
団地の一括建替え決議不成立

↓
Ａ棟を分割して住民に住み続け
てもらい、Ｂ～Ｆ棟で建替え決
議を行い、一括建替えを実施
することが望ましいのでは？

（不動協会員企業の検討資料から不動協事務局作成）

（現行制度では、団地の一括建替え決議の場合、団地全体での4/5の賛成
に加え、棟別に各棟2/3の賛成の要件も充たす必要がある）

※ｶｯｺ内の数値は建替えへの賛成者の割合
（会員企業の行った意向調査ベース）

（模式図）　カッコ内は建替えへの賛成比率

Ａ
(1/2)

Ｄ
(9/10)

Ｂ
(9/10)

Ｅ
(9/10)

Ｆ
(9/10)

Ｃ
(9/10)
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（参考）老朽化したマンションの建替えに向けた合意形成が
難しい ⇒再生に対する支援の充実が望まれる

（イ）所有者不明土地問題のように、権利者の特定に時間を要する場合がある
（ロ）建替えに伴う転居（自宅→仮住まい→建替え）回数を減らすことが望ましい

〇権利者の特定に時間を要する場合の例

（不動協会員の検討事例から不動協事務局作成）

①高経年マンションで、専有部分に相続が発生して
相続人の共有財産となったが、相続人が別の場所に
居住して空き家となり、未登記のままの場合

〇隣接地等の別敷地に権利変換する
「別敷地への建替え」を行い、
合理的な土地利用の促進を図る。

〇転居の回数を減らす「建替え」

（イメージ）
①Aﾏﾝｼｮﾝの建替え決議

②参加組合員等が所有
する別敷地でBﾏﾝｼｮﾝを
建築

③Ｂﾏﾝｼｮﾝ竣工後、
Ａﾏﾝｼｮﾝの区分所有者
が移転

④Ａﾏﾝｼｮﾝを取壊し
（敷地は参加組合員等
が取得）

A

B

（不動協事務局作成）

②高経年マンションで、現在なら共用部分として、
専有部分に付随して売買される階段等が、新築時の
区分所有者の共有物として登記されており、
専有部を売却した際に移転登記されなかった場合

権利者の探索が困難

建替え決議の際は「非賛成」扱いと
なる
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(参考)建築規制の運用の柔軟化が望まれる例

東京都総合設計許可要綱（抜粋）
(6) 外壁面の後退
ア隣地境界線
計画建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面から敷地境界線まで

の水平距離は、原則として、当該部分の計画建築物の高さ（敷地
境界線の地表面からの高さをいう。以下、この章において同じ）の
平方根の２分の１に２メートルを加えた数値以上であること。

［狭小敷地のマンションのモデルケース］
［敷 地］間口２０ｍ × 奥行３０ｍ

（建蔽率６０％、容積率２００％）
［現行建物］ 建物幅１５ｍ × 建物奥行２０ｍ

× ４階建１２ｍ（容積２００％消化）

⇒東京都の総合設計許可要綱の上記要件で計算
（１）建物幅を現行と同様の１５ｍとする
⇒建物高さ １ｍまでとなり、建てられない（■部分）

（２）建物高さを現行と同じ１２ｍとする
⇒建物幅 約９ｍ × 建物奥行 約１９ｍとなり、
建物が小さくなってしまう（■部分）

後退距離 後退距離

(h=12m⇒5.5ｍ) (h=12m⇒5.5ｍ)

← ２ｍ ＋√ ｈ → ← ２ｍ ＋√ ｈ →

↑

　

高

さ

ｈ

　

↓

〇総合設計の壁面後退 〇日影規制で建替えが困難

・1976(昭和51)年の建築基準法改正で日影規制が新設
→日影規制導入前に建築された高経年マンションの中には、
建替えると面積が大幅減となる場合がある。

（現状）
８階建、総戸数 １１０戸
容積対象面積 ７０５０㎡

0
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（建て替えた場合）
１４階建、総戸数 ５０戸
容積対象面積 ２９５０㎡
→日影規制で面積大幅減
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（再掲）デベロッパーから見た
マンション再生の課題

〇耐震性ありでも老朽化・陳腐化した
マンションの再生手法の充実
〇団地再生で、住み続ける棟と建替える棟を
分割する等、柔軟な再生に資する方策

〇再生に対する支援の充実
〇建築規制の運用の柔軟化

⇒老朽化マンションが今後急増するため、
思い切った対策を早急に打つべき。



マンション分譲時 管理についての説明
①住戸別管理費、修繕積立金等

［Ａ社の分譲マンションの重要事項説明書記載内容（抜粋）］

室番号 〇〇〇
専有面積 〇〇．〇〇㎡
管理費 〇〇，〇〇〇円
修繕積立金 〇〇，〇〇〇円（ １～ ５年目）

〇〇，〇〇〇円（ ６～１０年目）
〇〇，〇〇〇円（１１～１５年目）
〇〇，〇〇〇円（１６～３０年目）

管理準備金 〇〇，〇〇〇円
修繕積立基金 〇〇〇，〇〇〇円

マンション全体で、竣工後３０年間の修繕費を
積上げ計算し、それを賄えるように修繕積立金を
設定し、購入者に提示している。（長期修繕計画）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

修繕費支出と修繕積立金の累計額の推移

修繕費支出金額

修繕費支出累計

積立金累計

積立金残高

万

（不動協会員企業の実例から不動協事務局作成）
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マンション分譲会社の管理に関する工夫
①ハード面

〇大規模修繕周期の長周期化の工夫

・外壁塗装、下地補修・シーリングの修繕周期は通常
１２年程度 ⇒工法の見直しで１６～１８年に長期化

・専有部内の給排水管の高耐久化・長寿命化 など

（例）専有部内の給排水管の高耐久化・長寿命化

（野村不動産「アトラクティブ３０」、プレスリリースから抜粋） 10



マンション分譲会社の管理に関する工夫
②ソフト面（分譲会社提供）

ＡＩ ＩＮＦＯ（大京）
電子掲示板、ＡＩ管理員などの
サービスを開発し、
分譲物件に実装

コミュニティ形成（ｺｽﾓｽｲﾆｼｱ）
アウトドアグッズを防災備品と
し、活用イベントで入居者同士
の交流を促す仕掛け等

区分所有者等の会員組織
（三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ等各社）
住宅設備機器のﾒﾝﾃﾅﾝｽ保証、
専有部分の不具合対応ｻｰﾋﾞｽ､
引渡しから２年間のアフター
サービス終了後も毎月定額の
メンテサービスや有償での保証
延長等を提供

（各社プレスリリース、ＨＰから不動協事務局作成） 11


